
 令和４年度第 13回選挙管理委員会会議録 

日   時  令和 5年 3月 30 日(木)午前 9時から 

場   所  日進市役所 4階第 3会議室 

出 席 者  星野委員長、岩佐委員、福岡委員、小池委員 

事 務 局  石川書記、渡辺書記、桑ヶ谷書記 

傍聴の可否  可 

傍聴の有無  無 

議   題  1 愛知県議会議員一般選挙選挙人名簿選挙時登録等について 

2 期日前投票の投票管理者、同職務代理者及び立会人の選任 

3 期日前投票所の指定 

4 投票管理者、同職務代理者及び立会人の選任 

5 開票管理者及び同職務代理者の選任 

6 愛知県議会議員一般選挙のポスター掲示場の決定 

7 愛知県議会議員一般選挙候補者の投票所内の氏名等の掲示順序を定める

くじの日時及び場所の決定 

8 選挙期日における投票所及び開票所の指定 

9 開票立会人選任のくじの日時及び場所の決定 

10 選挙長及び同職務代理者の選任 

11 選挙長の事務処理場所の決定 

12 選挙会の日時及び場所の決定 

13 選挙立会人選任のくじの日時及び場所の決定 

14 その他 

発 言 者 発    言    内    容 

事務局 

委員長 

事務局 

委員長 

事務局 

ただ今から令和4年度第13回選挙管理委員会を開催します。開催にあた

り、星野委員長からあいさつをお願いします。 

 (あいさつ) 

 それでは、委員長に議事の進行をお願いします。 

議題1の愛知県議会議員一般選挙選挙人名簿選挙時登録等について、事

務局から説明をお願いします。 

 それでは、資料1により説明いたします。 

 令和5年4月9日執行愛知県議会議員一般選挙における選挙時登録につい

ての登録要件は、登録基準日が令和5年3月30日、ただし年齢については選

挙期日である令和5年4月9日が被登録資格の決定基準日となります。登録

日は令和5年3月30日であります。 

また、年齢要件は、令和5年4月9日現在で満18年以上の方、生年月日で



委員長 

各委員 

委員長 

言いますと平成17年4月10日以前に出生された方となります。 

住所要件として、令和4年12月30日以前に日進市へ転入の届出がなされ

、令和5年3月30日まで引き続き3ヶ月以上日進市の住民基本台帳に登録を

有する方です。また、令和4年11月29日以前の転出者については、登録日

現在で抹消されることとなっております。 

ただ今の要件で調製しました選挙人名簿総数は男性36,707人、女性37,

627人、合計74,334人となります。前回3月の定時登録時より合計で40人増

加しました。 

資料2には投票区別選挙人名簿登録者数一覧表としまして、各投票区別

及び男女別の有権者数を示しました。 

 次に、各種直接請求署名数について説明をいたします。ただ今の選挙人

名簿登録者総数から、各種の直接請求に必要な署名数が算定されることと

なります。日進市条例の制定改廃等に必要な署名数は、登録者数の50分

の1にあたる1,487人、議会の解散、市長のリコール等に必要な署名数

は、登録者数の3分の1の24,778人となります。また、市町村の合併関連

の請求は選挙人名簿登録者総数の6分の1にあたる12,389人となります。 

なお、他の市町村へ転出後4ヶ月を経過することによって選挙人名簿か

ら抹消されることになりますが、告示日の翌日から選挙期日までの間に4

ヶ月を経過する者にあっては、その間毎日選挙管理委員会を開催し議決を

行わなければならないことになりますが、選挙時登録から選挙期日の前日

までの間に開催される選挙管理委員会において、当該選挙管理委員会開催

時点において未だ4ヶ月を経過するに至っていない者についても「4ヶ月を

経過する時点で選挙人名簿から抹消する」旨の議決を得れば毎日の議決は

必要ないとされておりますので、本日、この件につきましてもご審議いた

だきたいと思います。 

それでは、ご異議がなければ登録者数の確定をさせていただきますので

よろしくお願いします。 

 ただ今事務局より説明のありました選挙人名簿総数は、男性36,707人、

女性37,627人、合計74,334人、日進市条例の制定改廃等に必要な署名数は

、登録者数の50分の1にあたる1,487人、議会の解散、市長のリコール等に

必要な署名数は、登録者数の3分の1にあたる24,778人、市町村の合併関連

の請求は、登録者数の6分の1にあたる12,389人です。以上決定してよろし

いですか｡あわせて、公示日の翌日から選挙期日までの間に転出後4ヶ月を

経過する者については、4ヶ月を経過する時点で選挙人名簿から抹消する

こととしてよろしいですか。 

 異議なし 

 それでは、議題1愛知県議会議員一般選挙選挙人名簿選挙時登録等につ

いては、事務局案のとおり決定し、転出後4ヶ月を経過するに至っていな



委員長 

事務局 

い者については、4ヶ月を経過する時点で選挙人名簿から抹消することと

します。 

続いて、議題2から議題13までについては一括議題とします。事務局よ

り説明をお願いします。 

 議題2の期日前投票の投票管理者、同職務代理者及び立会人の選任につ

いて、一部重複しますが資料3と4を参照願います。投票管理者は市の管理

職員で、その職務代理者については石川書記長及び石川書記とします。 

また、立会人については資料4の右側にありますが、立会人事務の経験

者及び若年層期日前投票立会人の登録制度に申込をいただいた方々の輪

番制としております。期間は4月1日から4月8日まで、1日2交替制で午後2

時30分に交代します。 

 議題3の期日前投票所の指定については、資料9の①のとおり市役所4階

第1会議室とします。 

 議題4の投票管理者、同職務代理者及び立会人の選任については、これ

も一部重複しますが資料5と6を参照願います。投票区は20ヶ所、投票管理

者は市の管理職員、その職務代理者は各区の区長または役員とし、また、

投票立会人については、資料6の右側にありますが、各区長から推薦をし

ていただいた方としております。 

 議題5の開票管理者及び同職務代理者の選任については、資料9の②のと

おり、開票管理者を星野委員長に、同職務代理者を岩佐委員にお願いした

いと思いますのでよろしくお願いします。 

 議題6の愛知県議会議員一般選挙のポスター掲示場の決定については、

資料7のポスター掲示場設置場所一覧表をご覧ください。今回は3区画×2

段の6区画のものと決定されておりまして、設置場所は142ヶ所です。 

 議題7の愛知県議会議員一般選挙候補者の投票所内の氏名等の掲示順序

を定めるくじの日時及び場所については、資料9の③のとおり、日時は明

日3月31日午後6時から、場所は市役所4階第1会議室で行います。委員の皆

さんには定刻までにご参集願います。 

 議題8は投票所及び開票所の指定についてであります。選挙期日におけ

る投票所については資料8の投票所一覧表にお示ししたように20ヶ所、ま

た、開票所については資料9の④のとおり日進市役所本庁舎4階第2・3会議

室とします。 

 議題 9の開票立会人選任のくじの日時及び場所については、資料 9の⑤

のとおり、日時は 4月 6日午後 6時から、場所は市役所南庁舎 2階第 6会

議室とします。 

これは開票立会人の数が 3人以上 10 人までとされておりますので、10

人を超えない場合には、4月 6日の選挙管理委員会は開催する必要がなく

なりますので事前にご連絡をさせていただきます。 

議題10の選挙長及び同職務代理者の選任についてですが、愛知県選挙管



委員長 

委員 

事務局 
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各委員 

委員長 

事務局 

理委員会において選任され、資料の9の⑥のとおり、選挙長は星野委員長

、職務代理者は岩佐委員となっております。 

議題11の選挙長の事務処理場所の決定ですが、資料の9の⑦のとおり、

日進市役所としております。 

議題12の選挙会の日時及び場所の決定ですが、議題10と同じく、愛知県

選挙管理委員会において決定され、資料の9の⑧のとおり、日時は4月10

日午前10時から、場所は市役所南庁舎2階第6会議室となっております。 

最後に議題 13の選挙立会人選任のくじの日時及び場所の決定ですが、

資料の 9の⑨のとおり、日時は 4月 7日午前 10時から、場所は市役所南

庁舎 2階第 6会議室としております。これは選挙立会人の数が 3人以上 1

0 人までとされておりますので、10 人を超えない場合には、4月 7日の選

挙管理委員会は開催する必要がなくなりますので事前にご連絡をさせて

いただきます。 

以上です。 

ただいまの事務局の説明についてご意見ご質問はありますか。 

4月10日の選挙会は何をやるのですか。 

4月10日の選挙会では、日進市及び東郷町の選挙管理委員が集まり、前

日4月9日に投開票が実施された選挙結果を確定するために行うものです。

これは、無投票になっても行われます。 

わかりました。 

それでは、議題2から議題13までについて、事務局案のとおり決定して

よろしいですか。 

異議なし 

それでは、議案2から議題13までについては事務局案のとおり決定いた

します。 

次に、議題14その他について事務局は何かありますか。 

3点ございます。まず、投票日当日のスケジュールにつきましては、資

料10-1のとおりです。それから、立候補予定者の届出書類の事前審査状況

につきましては資料10-2のとおり、現在、2名の方が事前審査を済ませて

おります。 

立候補の受付は明日3月31日午前8時30分から、市役所4階第3会議室で行

いますので、委員の皆様には時間までに会場へご参集をお願いいたします

。 



委員長 
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 最後3点目ですが、資料10-3、国のデジタル田園都市国家構想交付金を

活用した日進市市民カード化構想（選挙投票入場受付サービス）について

です。前回も少しお話させていただきましたが、マイナンバーカードを持

っている市民については、期日前投票所や当日投票所での名簿対照の際、

マイナンバーカードを提示し、顔写真による本人確認とシステムによる名

簿対照を行うことで、待ち時間の短縮ができます。また、従事する職員の

負担軽減にもつながります。さらに、投票入場券を持参する必要がなくな

るとともに、期日前投票所では宣誓書をシステムから出力することで、宣

誓書を手書きする必要がなくなります。これらは令和5年度末までの実装

を予定しています。 

 ただいまの事務局の説明について、ご意見ご質問はありませんか。 

 特になし。 

事務局はその他に何かありますか。 

 ありません。 

 以上で第13回選挙管理委員会を終了します。 

                       午前9時30分閉会 


